
議 第 ３ ４ 号  

 

放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を

定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る

基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準

を 定 め る 条 例 （ 平 成 ２ ７ 年 条 例 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ ０ 条 第 ３ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 を 次 の よ う に 改 め る 。  

放 課 後 児 童 支 援 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ

て 、 都 道 府 県 知 事 又 は 地 方 自 治 法 (昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 )第 ２

５ ２ 条 の １ ９ 第 １ 項 の 指 定 都 市 の 長 が 行 う 研 修 を 修 了 し た も の (当

該 年 度 中 に 研 修 を 修 了 す る こ と を 予 定 し て い る 者 を 含 む 。 )で な け

れ ば な ら な い 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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